
NO.106（5） 日 高 市 議 会 だ よ り

（
議
案
第
53
号
）

　
�

日
高
市
森
林
環
境
譲
与
税
基
金

条
例

　

市
が
実
施
す
る
森
林
の
整
備
及

び
そ
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
要

す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た

め
、
日
高
市
森
林
環
境
譲
与
税
基

金
を
設
置
し
た
い
と
い
う
も
の
で

す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
54
号
）

　

�

日
高
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
が

改
正
さ
れ
、
住
民
票
及
び
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
に
旧
氏（
旧
姓
）

を
記
載
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
合
わ
せ
、
旧

氏
（
旧
姓
）
を
使
用
し
た
印
鑑
登

録
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

を
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も

に
、
所
要
の
改
正
を
し
た
い
と
い

う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
55
号
）

　

�

日
高
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
及
び
職
員
等
の
旅
費
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制

限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
公
布
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
し
た
い
と
い
う
も
の
で

す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
56
号
）

　

�

日
高
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

建
築
基
準
法
の
改
正
に
伴
い
新

た
に
手
数
料
を
追
加
す
る
と
と
も

に
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

税
率
変
更
に
伴
い
事
務
手
数
料
を

一
部
改
定
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改

正
を
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�
（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
56
号　

反
対
討
論

　

本
条
例
案
は
、
建
築
基
準
法
の

改
正
に
伴
い
新
た
に
手
数
料
を
追

加
す
る
と
と
も
に
、
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
税
率
変
更
に
伴
い

事
務
手
数
料
を
一
部
改
定
す
る
も

の
だ
が
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
税
率
の
10
％
へ
の
引
き
上
げ

に
伴
い
、
各
申
請
手
数
料
が
引
き

上
げ
ら
れ
る
内
容
で
あ
り
、
市
民

の
負
担
を
増
や
す
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

　

９
月
16
日
付
の
毎
日
新
聞
で

は
、消
費
税
増
税
に
反
対
が
50
％
、

景
気
に
影
響
が
出
る
と
思
う
が

63
％
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
懸
念
が
広
が
る
中
で
、
事
務

手
数
料
を
引
き
上
げ
る
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
56
号　

賛
成
討
論

　

本
条
例
案
は
、
法
律
の
改
正
に

伴
う
も
の
で
あ
り
、
適
正
に
対
応

す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
57
号
）

　

�

日
高
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

に
係
る
事
業
及
び
施
設
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
し
た
い
と
い
う
も
の
で

す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
58
号
）

　

�
日
高
市
消
防
団
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

消
防
団
員
の
欠
格
条
項
を
変
更

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
59
号
）

　

�

日
高
市
児
童
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

施
設
の
老
朽
化
及
び
利
用
者
数

の
減
少
を
踏
ま
え
、
令
和
元
年
12

月
末
日
を
も
っ
て
、
日
高
市
児
童

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
た

い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
60
号
）

　

�

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て

　

防
災
行
政
無
線
デ
ジ
タ
ル
化
工

事
に
つ
い
て
、
請
負
契
約
を
締
結

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
決
議
案
第
３
号
）

　

�

天
皇
陛
下
御
即
位
に
つ
き
賀
詞

奉
呈
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て

　

天
皇
陛
下
御
即
位
に
つ
き
、
即

位
礼
正
殿
の
儀
に
あ
た
り
、
賀
詞

を
奉
呈
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
決
議
案
第
４
号
）

　

�

稲
浦
巖
議
員
に
対
す
る
議
員
辞

職
勧
告
決
議
に
つ
い
て

　

稲
浦
巖
議
員
の
複
数
回
に
お
よ

ぶ
市
職
員
に
対
す
る
辛
辣
か
つ
威

圧
的
な
言
動
は
、
日
高
市
議
会
議

員
政
治
倫
理
規
程
第
３
条
第
１
号

に
掲
げ
る
政
治
倫
理
基
準
に
違
反

す
る
行
為
で
あ
り
、
議
員
と
し
て

の
資
質
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
稲
浦
巖
議
員
に
対
し
て

議
員
辞
職
を
勧
告
す
る
と
い
う
も

の
で
す
。

�
（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

決
議
案
第
４
号　

反
対
討
論

　

稲
浦
議
員
の
市
職
員
に
対
す
る

辛
辣
で
威
圧
的
な
言
動
に
よ
り
、

市
職
員
が
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た

と
さ
れ
る
件
に
つ
い
て
政
治
倫
理

審
査
会
が
開
か
れ
、
そ
の
審
査
結

果
が
議
長
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を

理
由
に
議
員
辞
職
勧
告
決
議
案
が

提
出
さ
れ
た
が
、
今
現
在
は
、
日

高
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
規
程
第

９
条
第
４
項
に
よ
る
稲
浦
議
員
か

ら
の
弁
明
書
の
提
出
期
限
内
で
あ

り
、
そ
の
提
出
を
待
た
ず
し
て
こ

の
よ
う
な
決
議
を
重
ね
て
す
る
こ

と
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
の
存
在

を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
。ま
た
、

選
挙
で
正
当
に
選
出
さ
れ
た
議
員

の
地
位
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ

り
、
弁
明
書
の
提
出
と
公
表
を

待
っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
有
権

者
に
対
す
る
説
明
責
任
も
果
た
せ

な
い
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
決
議
案

に
反
対
す
る
。

　

決
議
案
第
４
号　

賛
成
討
論

　

政
治
倫
理
審
査
会
の
審
査
結
果

は
、
既
に
決
定
を
し
て
お
り
、
こ

れ
に
対
す
る
弁
明
書
は
、
政
治
倫

理
審
査
会
へ
戻
す
も
の
で
は
な

く
、
提
出
さ
れ
れ
ば
市
民
に
公
表

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

討　

論

討　

論


